
【一般民有林】

林　班 小　　　班
1 86、114、115 1.32
6 114～117、269 6.16
7 1、49、51、52、62、75、92、102、134、135 3.76
10 19～22、24、155、229 3.80
11 63 0.32
17 82～90、104、105、119～122、146～148、153、165、200～202 33.02
18 1～4、9～11、16、17、20 41.24

20～22 全域 356.94
23 199 1.92
31 77 8.69
32 15、19、20、33～36、40～73 52.93
34 22、23、29、36、37、44、48、53、55 27.92
35 20 0.96
36 2、10、42、45～47、49、71、74 74.99
37 2、5、9、10、12～14、16～19、21、23、25～27、54、57、
61、62、66、67、71、73、76、77、79～81

41.67

39～40 全域 265.22
41 1～4、13、15～21 113.40
42 2～5、9、11、12、20 154.08

43～45 全域 292.56
46 8 7.44
48 25、26、30、31、39～43、50、84、88、89、97～100 29.74
49 8、9、11、13～15、18、20、24～30、36、37 51.54
50 5、8、10～20、44～46、54、60、74～76、78、82～88 66.92
51 6、7、9、11～16、27～31 61.48
52 25～34、67、68 79.72
53 1 12.36
54 全域 110.79

57～58 全域 180.38
63 全域 169.31
64 4～21、23 104.92
66 46、119 43.04
67 5～8、10～18 121.64
69 4、8、9、69 4.84
79 114、115 3.08
83 63、69、111～116、127 8.76
85 145、146 0.64
86 3、18～21、111、133～135、137～140、189、192、193、260、
274

13.51

87 3～6 2.36
88 136、137、174、231～233、256～258、318、349 7.28

90
1～3、222、224、225、229、280、329、351、409、421、
427～434、440、441

14.93

92 2、3、5～7、9、11～18、120、121、123、136 50.80
97 2～8、10～15、17～20、28、30～33、50、98～101、104、105 101.03
101 10 1.80
103 1、2 1.72
104 1～6、8、71、72 11.82

105
25、27、28、30～33、97～99、105、106、108、123、127、
141、143、144

8.68

113 2、3、5～7、14、16、146～148 39.49
115 1、14、19 23.00

別表１　公益的機能別施業森林及び木材等生産機能の維持増進を図る森林の区域

１　共通ゾーニング
森　林　の　区　域

面積(ha)区　分

水源涵養林



林　班 小　　　班

森　林　の　区　域
面積(ha)区　分

119 3 2.00
126 55、58、59、62～64、90、158、159、161、162、168 12.67
128 137、139、141 4.16
129 82～85、104、105 7.12
130 143、169、171、183、188 5.64

6,24,48,
90,92,

97～102,
105,108

土砂流出防備保安林に指定されいる小班全て 422.53

88 375、376 0.20
89 土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林に指定されいる小班全て 2.68

104,107 土砂崩壊防備保安林に指定されいる小班全て 6.04
1,6,78,
87,89

防風保安林に指定されている小班全て 32.19

5 181～184、193～197、201～203 7.35
88 1～4、6、175 8.80
105 82～87、90、102～104、107、133、135、158、205～209、217 11.65

1～19,
23～38,
41～42,
46～53,
55,56,
59～62,
64～96,
99～130

水源涵養林、山地災害防止林、生活環境保全林、保健・文化機
能等維持林にゾーニングされている小班を除く全域

9,507.40

34 15～18、66～68、70～80、83、85～94、100 19.60
56 2、3、37～42、45、47、50 14.68

※分班等を行う場合は、元小班のゾーニングを引き継ぐものとする。

２　上乗せゾーニング

林班 小　　　班

18 1,2,4,10,16,17

該当なし

該当なし

森　林　の　区　域
区　分

山地災害防止林

生活環境保全林

水資源保全ゾー
ン

生物多様性ゾーン
（水辺林タイプ）

生物多様性ゾーン
（保護地域タイ

プ）

木材等生産林

水源涵養林

保健・文化
機能等維持林

特に効率
的な施業
が可能な
森林


